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11月は児童虐待防止月間です。

厚生労働省は、ポスターやリーフレットを用意しています。HPでダウンロードすることもできます。

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001tje3.html
＊文部科学省
・東日本大震災により被災した幼児児童生徒の学校における受入れ状況について（9月1日現在）（10月13日）
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/23/10/__icsFiles/afieldfile/2011/10/13/1311999_1_2.pdf

＊法務省

・１１月１４日（月）から１１月２０日（日）まで
全国一斉「女性の人権ホットライン」強化週間を実施します。
夫・パートナーからの暴力，職場での差別やセクシュアル・ハラスメント，ストーカーなどどんなことでも相談してください。
女性の人権ホットライン　0570-070-810

○受付時間
　１１月１４日（月）～１１月１８日（金）　 　午前８時３０分から午後７時まで
　１１月１９日（土），１１月２０日（日）　 　午前１０時から午後５時まで
　上記期間以外の平日　　　　　　　　　　　午前８時３０分から午後５時１５分まで
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken108.html
＊共同通信

・「胎児虐待」を防げ　府が対策乗り出す（10月21日）
　妊娠後に妊婦健診を受診しないなど、胎児の健康や命を危険にさらす行為を「胎児虐待」と捉える考え方が、児童虐待防止の観点から求められている。虐待をはじめ、未受診で生まれたばかりの子どもが死亡する割合が高く、望まない妊娠などへの対応を強化する必要があるため。11月の児童虐待防止推進月間を前に大阪府は、妊娠期にメールや電話で相談できる窓口を開設するなど、取り組みを進めている。

０歳児死亡最多

　厚生労働省に「児童虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会」（委員長・才村純関西学院大教授）が設置されて以来、２００３年７月～２０１０年３月で把握した０歳児死亡（心中は除く）は、年齢別で最多の４割強を占め、１７０人。このうち生後１カ月未満（０カ月児）で死亡していたのは77人（45％）、中でも出産から24時間以内（０日児）の死亡は67人と多くを占める。

　死亡した０日児については８割が望まない妊娠で、妊婦健診を受けていたのはわずか２人。いずれも妊娠の確認のためとみられる１回だった。才村教授は「気軽に相談できるシステムの構築が必要」と強調する。

深刻な悩み続々

　大阪府はこうした事態を受け、府立母子保健総合医療センターに委託し、望まない妊娠をした人や周りの人がメールや電話で無料相談できる窓口「にんしんＳＯＳ」を今月開設。インターネットサイトで関連情報の発信も行っている。

　府によると、望まない妊娠に特化してメールでも受け付ける窓口を設け、医療機関と連携しつつ市町村にもつなぐ体制は全国初という。

　「２人の乳児がいるにもかかわらず予定外の妊娠をしてしまい困っている」「産む場所を急きょ探さなければならない」など、開設後、多いときは１日数件の相談が寄せられ、医療機関への飛び込み出産を防げたとみられるケースもあったという。府担当者は「本格的な広報の前にこれだけの相談があるのは予想以上の反響」と話す。

　相談先を示した名刺サイズのカードを産科医療機関や妊娠検査薬のある薬局に配るなど、啓発の強化を図っているという。

連携強化を

　大阪産婦人科医会と府が09、10年度に行った府内の未受診妊婦の実態調査で、委員長を務めた府立母子保健総合医療センター産科主任部長の光田信明医師は「妊婦健診の未受診や飛び込み出産は、子どもの立場から見れば、胎児虐待という概念で捉えるべきでは」と提案する。

　府内の児童虐待関係機関の職員を対象に14日に開かれた研修会で、２年間の調査結果が報告された。それによると、妊婦健診の受診回数が３回以下など、ほとんど受けていなかったのは２年で３００件、大阪でお産をする約５００人に１人の割合だった。未受診妊婦の場合、胎児や新生児の死亡率を表した周産期死亡率は千人のうち23人が亡くなる計算で、全国平均の約６倍という。

　経済的な問題をはじめ、家庭事情や社会的孤立など「未受診と虐待の背景は似ている」と光田医師。児童虐待防止のネットワークに「産科医もどこかでアクセスできる道が必要」と、連携への協力を呼び掛けている。

http://www.nnn.co.jp/dainichi/news/111021/20111021023.html
・７割の教委が小中学校連携　文科省、初の実態調査（10月30日）
　中学校で急に目立ち始める不登校やいじめを減らす効果などを期待し、小学校との連携を進める市区町村教育委員会が全国で７割を超え、多くが「成果があった」と考えていることが３０日、文部科学省が初めて実施した実態調査で分かった。

　文科省によると、不登校の子どもは小６に比べて中１で約３倍になり、いじめの把握件数も倍になる。背景には、学校生活の急激な変化や子どもの成長の影響があるとされ「中１ギャップ」といわれる。小中連携は教員や子ども同士が交流することで変化を緩和し、学習指導上の効果も期待できるとして中教審でも促進策が議論されている。
http://www.47news.jp/CN/201110/CN2011103001000276.html
＊毎日新聞

・世界の雑記帳：米国でネットいじめ対策強化の動き、14歳少年の自殺などで（10月4日）
　［バッファロー（米ニューヨーク州）　３日　ロイター］　米ニューヨーク州で先月、１４歳の少年がネット上でのいじめを苦に自殺するという事件が発生し、学校関係者や警察当局などが再発防止に向けて対策に乗り出している。

　この事件は、同州バッファローに住むジェイミー・ロードマイヤー君が、同性愛者であることなどを理由にいじめを受け、９月１９日に自宅近くで自殺したもの。

　事件を受けて、ジェイミー君の両親は、慢性的ないじめに対する学校の対策に変化が必要だと提言。これを受けて、州議会にネット上の悪口やいじめを防ぐ法案が提出された。

　ニュージャージー州でも先に、同性愛者の大学生がいじめを苦に自殺した昨年の事件を受け、是正処置計画などを含む一律の対応策を規定した全米で最も厳しいいじめ防止法が制定されている。

　ただ、バッファローでは事件後も生徒の間にほとんど変化は見られず、先週にはジェイミー君の妹が通夜参列後に出席した学校行事でからかわれるという出来事もあった。この行事では、ジェイミー君を追悼するために歌が演奏された際、一部の生徒らが「死んだ方がまし」と連呼したと伝えられ、母親のトレイシーさんは「人がそこまで残酷になれるなんて理解できない」と語っている。

　警察当局は、ジェイミー君の事件をめぐり、いじめに関与したとされる生徒らの刑事責任を問えるかどうか捜査を続けているという。

　ニューヨーク州議会に提出された法案は、ネット上のいじめをより立件しやすくするもので、法案を提出した議員のスポークスマンは、いじめを抑える「萎縮効果」を狙ったものと説明。さらに、「飲酒運転も、人を殺す可能性があるにもかかわらず、かつては大きな問題とされていなかった。われわれは今、いじめについての見方を変えようと取り組んでいる」と話した。

http://mainichi.jp/select/world/newsinbrief/news/20111004reu00m030001000c.html
・児童養護施設：退所後の自立を支援　生活相談や奨学金、困った時の安全網に（10月30日）
　児童養護施設などで育った人が社会生活に困らないように、施設関係者らが支援に乗り出している。進学をあきらめ１０代で自立する人が多いが、幼少期の虐待による心の傷などで、仕事や家庭生活につまずいてしまう人もいる。家族のように相談にのったり、仕事を仲介するなどサポートの輪が広がっている。【榊真理子、山崎友記子】

　東京都内の女性（３２）は両親の行方が分からず、３歳まで乳児院で、その後は祖母に育てられた。病気の祖母を看病するため高校１年で中退し、職を転々とした。

　祖母も亡くなり、「頼れる人がほしい」と２３歳で結婚。しかし、夫は限られたお金しか女性に渡さず、貯金の額も教えない。金銭的に自由を束縛する「経済的ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）」だった。困り果て、小学生の時以来会っていなかった唯一の親類を訪ねたが、既に家がなかった。「親がいればすぐに逃げられるのにと思った」

　今夏、知人の紹介で、アフターケア相談所「ゆずりは」（東京都小金井市）を知った。離婚に向けた手続きをアドバイスされ、別居にこぎつけた。職員が同行して生活保護も申請。現在はハローワークを通じ、パソコンや簿記などの職業訓練を受けている。「離婚したくても行く場所がなく、どうしようと思っていた。やっと人生のスタートが切れた」と女性は話す。

　「ゆずりは」は、社会福祉法人「子供の家」が今年４月に設立し、どこの施設で育った人でも相談を受け付けている。弁護士らの協力を得て、自己破産手続きなどもアドバイスする。就労が不安定、アパート契約のトラブル、性的な被害に遭った－－など、約半年間で４２人が相談に訪れた。

　代表を務める高橋亜美さん（３８）は「元気に退所した子どもたちが、頼れる人がいない社会で疲れ果てていた。人間関係のセーフティーネットがなく、少しでもつまずくと生活ができなくなってしまう」と話す。

　一般の社会人と同じような悩みでも、成育歴などが影響し解決が難しい場合がある。職場でしかられ虐待の記憶がよみがえり働けなくなったり、小遣いなど自由にお金を使ったことがなく、クレジットカードで多額の借金を負ってしまう人も。家族で暮らした経験が乏しく、家庭を持った際に夫婦や育児などの問題に対処しにくいケースもある。

　東京都は昨年度、施設退所後１～１０年の６７３人にアンケート調査した。正規雇用は男性５７％、女性３４％。退所直後に困ったことでは「孤独感・孤立感」が３０％と最多だった。対象者は３９２０人だったが、施設などが連絡先を把握していたのは１７７８人。回答が寄せられたのはそのうち３８％だ。都育成支援課は「答えられない人の方がより困っていて、連絡が取れないこと自体が問題という職員の声も多い」と話す。

　　　　　□

　株式会社「フェアスタート」（横浜市）は、児童養護施設などで育った若者の就職を支援している。社長の永岡鉄平さん（３０）は、人材派遣会社などで働いた後、教育関連の活動で、施設からの自立の困難さを知った。「彼らは１８歳で自立を迫られ、職業も選べず住み込みの仕事を探すことも多い。一方、中小企業はやる気のある若手を探している。そこをマッチングしたかった」と話す。

　都内の児童養護施設で育った女性（２０）は高校卒業後、天ぷら店に就職した。「大学に行きたかったけど学費がない。とにかく働こうと求人を見て電話した」。正社員となり接客に励んだが、毎日１２時間近く週６日働き、「一体何がしたいんだろうと涙が出た」。

　今夏、暮らしている自立援助ホームに、フェアスタートを通じて求人があった。携帯電話などプラスチック部品への印刷を手がける「ダイヤ工芸」（川崎市）。「毛糸編みが好きで、製造業で働きたかった。ここだ！と思った」

　自分の生い立ちを理解してくれているため、安心感があるという。「他の会社だったら、採用試験の面接で経歴をどう話すか考えてしまう」。１０月から働き始め、カーナビ部品の検査を担当。「黙々と働くことができて楽しい」と話す。

　同社がフェアスタートの紹介で採用するのは３人目。専務の石塚博臣さん（４２）は「一般の採用では、続かない若手が多かった。厳しい環境で生きてきた人たちの経験に期待したい」とし、「勉強したかったのにかなわなかった子は、専門学校などに通えるように応援もしたい」と語った。

　東京都板橋区の児童養護施設「西台こども館」では、退所者の自立を応援しようと、施設を運営する社会福祉法人の理事長らが９月、「松柏児童福祉財団」を設立した。こども館の近くに宿舎を整備し、１人暮らしを始める人に経済的に自立できるまで、賃料無料で住まいを提供していく。

　奨学金制度も設け、月８万円を上限に貸しつけ、学費や生活費に充ててもらう。同館の田宮実園長は「１８歳を過ぎると国からの補助も対象外なので、財団の応援はありがたい。来年３月に館を出る予定の高校生が２人おり、支援策ができて大学進学に希望を持ったようだ」と話していた。

　◇昨年度から国施策拡充

　児童養護施設は原則として、１８歳未満（高校卒業まで）が対象。１５～１９歳の子どもが働きながら共同生活する「自立援助ホーム」は退所後の受け皿になっているが、就労が不安定な人も多い。

　０４年の児童福祉法改正で、児童養護施設の目的に「退所した者に対する相談その他の自立のための援助」が盛り込まれた。厚生労働省は１０年度から、「退所児童等アフターケア事業」を本格実施。自治体がＮＰＯ法人などに支援事業を委託するもので同年度は東京、鳥取、石川の３都県と大阪府、大阪市、堺市の計６自治体が実施した。

　このうち東京では、施設で育った当事者が主体となるＮＰＯ「日向ぼっこ」が文京区内にサロンを設け、週３回程度、一緒に食事しながら悩みなどを語り合っている。

http://mainichi.jp/life/today/news/20111031ddm013100017000c.html


＊読売新聞
A:特別養子縁組は、普通の養子縁組とどう違うの？（10月25日）

Q:1988年に施行された新しい制度

　通常の普通養子縁組は、実親との関係が戸籍上も残ります。いわば実親と養親と二重の親子関係になります。

　これに対して特別養子縁組は戸籍でも実親との関係が断ち切られ、養親の実子と同じ扱いになります。

　一見、子供に不利になるようですが、貧困や捨て子、児童虐待など実親による養育ができなかったり、不適切だったりと判断される場合で、「子供の利益のために必要」と家庭裁判所が審判すれば、認められます。

　その条件も、半年以上の試験養育期間、子供の年齢制限（原則６歳未満）、養親は夫婦に限るなど厳しく定められています。

　近年、暴力や育児放棄、捨て子など児童虐待が急増しています。このような被害児は、乳児院や児童養護施設に預けられるのが大半です。しかし、先進諸国は「子供の養育場所は家庭であるべき」として里親や養子が主流です。

慈恵病院の「こうのとりのゆりかご（赤ちゃんポスト）」

　「こうのとりのゆりかご（赤ちゃんポスト）」を設置して、実親が育てられない新生児を匿名で受け入れる熊本市の慈恵病院では、「子供の健全な成長には、できるだけ早い時期に愛情ある家庭での養育が大切」と特別養子縁組に積極的に取り組んでいます。

　というのは、子供が保護者との愛着関係（アタッチメント）を育むには、年齢が小さいほど容易だからです。慈恵病院の相談窓口などで、これまで４年半の間に６９１件の養子希望があり、１１７人の特別養子縁組を実現しました。

　遅ればせながら、わが国も「施設依存」から、家庭が社会の委託を受けて子供の養育を担う態勢への転換が迫られています。
http://www.yomiuri.co.jp/job/biz/qaetc/20111024-OYT8T00588.htm
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